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第６回 教育委員会会議録 

令和５年５月３０日 

１ 開 会 

 

２ 会議録署名委員の指名  ～ 瓜委員、髙澤委員 

 

３ 前回会議録の承認  ～ 坪谷委員、瓜委員 承認 

 

４ 報 告 

   報告第１号 教育長報告 

 

５ その他 

 

６ 出席教育委員 

   教 育 委 員   瓜   郁 夫 

   教 育 委 員   坪 谷 嗣 香 

   教 育 委 員   髙 澤   司 

   教 育 長   高 橋 雅 明 

 

７ 傍聴人を除き他に議場に出席した者 

   学 校 教 育 課 長  尾 堂 裕 之 

   社 会 教 育 課 長  梶   哲 也 

   学 校 教 育 課 主 幹   入 澤 克 司 

   学校教育課指導主事   松 井 正 明 

 

８ 傍聴人 ２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議時間：15 時～15 時 25 分 
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教 育 長 

報告第１号 教育長報告について 

 各種会議・行事について、次のとおり報告。 

５月１０日には北海道都市教育委員会春季定期総会（美唄市）、５月１

８日～１９日には全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会帯広大

会が開催されました。 

５月２６日、平日開催となりました赤平中学校体育大会に出席いただ

いた教育委員に感謝いたします。 

５月２８日の北翔大学連携事業「こども体力測定会・走り方教室」に

は、小学生３６名の参加がありました。 

教 育 委 員 （質問なし。） 

教 育 長 

それでは，報告を終了し議案に移ります。議案第１号令和５年度赤平市

一般会計補正予算に係る意見の申出について、事務局からご説明いたし

ます。 

学校教委課長 

議案第１号についてご説明いたします。 

令和５年度教育費予算の補正について、別紙のとおり６月１５日開催

予定の赤平市議会に提案予定でありますので、教育委員会の意見をお伺

いするものです。 

４ページの令和５年度教育関係歳入補正予算説明をご覧ください。 

１５款.道支出金、２項.道補助金、６目.教育費道補助金、２節.事務局費

国庫補助金５２６千円は、スクールバス用置き去り防止装置を購入する

事業の財源として、こどもの安心・安全対策緊急支援事業費補助金（補助

率、幼稚園バス１０分の１０、小学校バス２分の１）を計上するもので

す。 

２０款.諸収入、５項.雑入、１目.雑入、１９節.学校給食費徴収金１７，

４８２千円の減額は、この後議案第３号でご審議いただきますが、学校給

食費の無償化に伴う歳入減を計上するものです。 

次に、６ページの教育費補正内訳説明をご覧願います。 

１項.教育総務費、２目.事務局費、１７節.備品購入費８８０千円は、歳

入で説明しましたスクールバス用置き去り防止装置の購入費用を計上す

るものです。 

同じく１９節.扶助費６，１２０千円の増額は、この後議案第２号でご

審議いただきますが、高等学校通学費等支援金を現在の月額７，０００円

から月額１０，０００円に増額する費用を計上するものです。 

５項.社会教育費、１目.社会教育総務費、１２節.委託料３，３１１千円

の増額は、旧住友赤平炭鉱立坑櫓価値評価等調査委託料を計上するもの

です。 

同じく１２節.工事請負費４，４１１千円は、立坑櫓のルーフドレーン

を改修するものです。 
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学校教委課長 

６項.保健体育費、２目.総合体育館費、１１節６３千円の増額は、移動

ステージの処分手数料を計上するものです。 

同じく１７節.備品購入費３，９１９千円の増額は、アルミポータブル

ステージ一式購入の購入費用を計上するものです。 

戻っていただき、５ページをご覧願います。 

今回提案する歳出の補正額は、１８，７０４千円を増額するもので、教

育費予算の総額につきましては５９８，９３２千円となります。 

 以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長 ご意見ご質問はございませんか。 

坪 谷 委 員  スクールバス用置き去り防止装置は、どのように作動するものですか。 

学校教育課長 
 置き去りになった児童がいた場合、感知してブザーで知らせるもので

す。 

教 育 長 他に、ご意見ご質問はございませんか。 

教 育 委 員 （なし。） 

教 育 長 議案第１号については、承認することに決定してよろしいですか。 

教 育 委 員 （異議なし。） 

教 育 長 （全員異議なしということで、）議案第１号は承認といたします。 

教 育 長 
続きまして、議案第２号赤平市高等学校等通学費等支援条例の一部改

正に係る意見の申出についてについて、事務局からご説明いたします。 

学校教育課長 

議案第２号についてご説明いたします。 

改正の理由につきましては、下段に記載のとおり、保護者負担軽減のた

め、高等学校等に就学している生徒の通学費等の一部を助成することを

目的に制定された本条例について、令和５年４月１日に遡及し、支援金の

額を高校生等１人につき月額７，０００円から月額１０，０００円に増額

するための改正を行うものであり、別紙のとおり赤平市議会に提案とな

りますので、教育委員会の意見をお伺いするものです。 

条例改正の内容につきまして、９ページの対照表によりご説明いたし

ます。 

支援金の額、第３条につきまして、字句を改正するものであります。 

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行し令和５年４月１

日から適用するものでございます。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 
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教 育 長 ご意見ご質問はございませんか。 

教 育 委 員 （なし。） 

教 育 長 議案第２号については、承認することに決定してよろしいですか。 

教 育 長 （全員異議なしということで、）議案第２号は承認といたします。 

教 育 長 
続きまして、議案第３号赤平市学校給食費の管理に関する条例の一部

改正に係る意見の申出について、事務局からご説明いたします。 

学校教育課長 

議案第３号についてご説明いたします。 

改正の理由につきましては、子育て支援策の更なる強化を図ることを

目的に、「学校給食費の無償化」を令和５年４月１日に遡及し実施するべ

く、本条例を改正するものであり、別紙のとおり赤平市議会に提案となり

ますので、教育委員会の意見をお伺いするものです。 

条例改正の内容につきまして、１２ページの対照表によりご説明いた

します。 

第５条を追加し、従来他制度により給食費を徴収していない保護者を

除き、一般の保護者から給食費を徴収しない旨、いわゆる「学校給食の無

償化」を定めるものです。 

第６条、第７条は条の繰下げを行うものです。 

附則といたしまして、１施行期日として、この条例は公布の日から施行

し令和５年４月１日から適用するもの、２経過措置として、この条例によ

る改正後の赤平市学校給食費の管理に関する条例の規定は、令和５年４

月分以後の月分の学校給食費について適用し、同年３月分以前の月分の

学校給食費については、なお従前の例によるとするものです。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長 ご意見ご質問はございませんか。 

教 育 委 員 （なし。） 

教 育 長 議案第３号については、承認することに決定してよろしいですか。 

教 育 長 （全員異議なしということで、）議案第３号は承認といたします。 

教 育 長 
続きまして、議案第４号令和５年度赤平市教育行政執行方針について，

事務局からご説明いたします。 

学校教育課長 

議案第４号についてご説明いたします。 

令和５年度赤平市教育行政執行方針について、別紙のとおり赤平市議

会第２回定例会に提案したいので、これを付議するものです。 
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学校教育課長 概要につきましては、教育長が説明いたします。 

教 育 長 
（概要説明後） 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長 議案第４号については、承認することに決定してよろしいですか。 

教 育 委 員 （異議なし。） 

教 育 長 （全員異議なしということで、）議案第４号は承認といたします。 

教 育 長 
それでは、議案第５号令和５年度赤平市人材育成・定住促進奨学生の決

定について、事務局からご説明いたします。 

学校教委課長 

議案第５号についてご説明いたします。 

令和５年度赤平市人材育成・定住促進奨学金の貸与を願い出た者につ

きまして、「赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例」第３条において、

「奨学生は、その在学する、又は在学した学校等の長の推薦した者の中か

ら、赤平市教育委員会が決定する。」と規定されておりますことから、本

日までに申請がありました、１４ページの下記候補者について付議する

もので、個人情報の関係上、議案の別紙につきましては、氏名、保護者、

住所欄を空欄にしております。なお、議案とは別に配付しております「申

請者一覧」資料に、申請者の家族状況、世帯の所得状況等を記載しており

ますが、この「申請者一覧」につきましては、審議終了後に回収させてい

ただきます。 

申請のあった者は１名で、奨学生の資格について事務局にて審査を行

った結果、特に問題のある申請者はおりませんでしたので、申請者を「貸

付可」としてよろしいかをお伺いするものです。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

教 育 長  ご質問はございませんか。 

教 育 委 員 （質問なし。） 

教 育 長 議案第５号については、承認することに決定してよろしいですか。 

教 育 委 員 （異議なし。） 

教 育 長 （全員異議なしということで、）議案第５号は承認といたします。 

教 育 長 （その他なし。）それでは、事務局から報告がございます。 
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社会教育課長 

次の２点について報告。 

１ 北翔大学連携事業「こども体力測定会・走り方教室」を赤平小学校

グラウンド及び総合体育館で５月２８日に実施。３６名の参加。 

２ ふるさと少年教室開講式を６月２４日（土）に予定。小学４年生～

６年生のリーダー養成研修として、９月２日（土）まで全５回を予

定。 

学校教育課長 

次の３点について報告。 

１ 教育委員会議予定 

⑴ 中空知教育委員研修会 ７月１９日（水） 赤平市（炭鉱遺産ガ 

イダンス施設） 

 ⑵ 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会 ８月２３日（水）～ 

２４日（木） 室蘭市 

２ 令和５年度教育委員学校訪問関係 

  本年度第１回目の学校訪問は、学校との日程調整の結果７月１３

日（木）に実施したい。それに合わせ、学校長による事前の概要説明

を次回の委員会開催予定日の５月２７日(火)に実施する。 

３ 次回の教育委員会 

  令和５年５月２７日（火）午後３時予定とする。 

教 育 長 以上を持ちまして、第６回教育委員会を終了いたします。 

 

署名委員 

 

署名委員 

 

 

書  記  学校教育課 総務･学校教育担当主幹  

 

 
 


